
 

都市計画審議会の意見に対する方針及びパブリックコメント等の結果について 

 

１ 第６７回 松本市都市計画審議会の意見に対する方針 

⑴  議案第１２７号  松本市立地適正化計画の見直しについて 

№ ﾍﾟｰｼﾞ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 102 

第８章 
計画の推進に
むけて 
１  目標値の

設定 

居住誘導区域の人口密
度について、４０人／ｈ
ａを下回らないことが一
定の目安となりうるが、

波田駅周辺の基準値は３
１．５人／ｈａで水準を
大きく下回っている。都
市機能誘導区域でも概ね
１００人／ｈａ欲しいと
ころだが、それを下回っ
ているところもあると思
う。そのような場所につ
いて、最低ラインを設定
する必要があると思う

が、考えを伺いたい。 

当初の目標値は変えてい
ません。居住誘導区域は概
ね現状維持という目標で、
波田駅周辺は、人口密度が

目標の目安となる４０人／
ｈａを下回っているため、
底上げをする目的で３５人
／ｈａとしています。 
今後実施する５年を目安

とした計画の見直しで、人
口密度の目標値の設定等に
ついて改めて検討していき
ます。 

２ 
53～
55 

第４章 
都市機能誘導区
域・誘導施設 

３ 誘導施設の
設定 

誘導施設の設定につい
て、「行政機能」は中心市
街地が誘導先か。 
また、南松本駅周辺に

国・県・市の主要な行政施
設を誘導する理由はなぜ
か。 
 

「行政機能」とは、「業務
の内容や利用者の視点から
誘導区域内に立地すること
が望ましい国・県・市の主要
な行政施設」を指し、既に多
くの行政施設が立地する中
心市街地を誘導先としてい
ます。 
また、当初の計画は、中心

市街地のみだったが、南松

本駅周辺に保健所庁舎を建
設する計画と合わせ、行政

機能の誘導先に南松本駅周
辺を追加しました。 

３ 
53～
55 

第４章 
都市機能誘導区
域・誘導施設 

３  誘導施設
の設定 

地域づくりセンターを
誘導施設としない理由は
なぜか。 

松本市都市計画マスター
プランの「地域コミュニテ
ィの維持」と密接な関係が
ある地域づくりセンター
は、誘導施設の考えにあわ
ないため除外しています。 

４ 41 

第４章 
都市機能誘導区
域・誘導施設 

２ 都市機能誘
導区域の設定 

南松本駅周辺区域にお
いて、行政施設の移転の
ために都市機能誘導区域
を新たに広げていないと
いう認識でよいか。 

今回の見直しでは、都市
機能誘導区域の拡張は行っ
ていません。 

資料２－１ 



 

 

５ 37 

第４章 
都市機能誘導区
域・誘導施設 

２ 都市機能誘
導区域の設定 

中心市街地に誘導すべ
き主な施設について、「障
がい者支援の拠点施設」
の方針が空欄だが、方針
がないため認めないとい
うことではなく、一覧に
あるものは都市機能誘導
区域に誘導していく機能
であるという考え方でよ
ろしいか。 

ご認識のとおりです。例
えば「障がい者支援の拠点
施設」は中心市街地の空欄
に対して、南松本駅周辺は
「充実」であるため、誘導区
域により誘導方針は異なり
ます。 

 

 

２ パブリックコメント 

⑴  募集期間 

   令和７年１１月２０日（木）から１２月１９日（金）までの３０日間 

 

⑵  閲覧方法 

  ア 市ホームページ 

  イ 窓口（都市計画課、行政情報コーナー及び各地区地域づくりセンター（安曇、

奈川及び四賀地区を除く。）） 

 

⑶  実施結果 

  ア 件数        ６件（１人） 

  イ 提出方法 ＦＡＸ ６件（１名） 

  ウ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

（ア）反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの ３件 

（イ）対応が困難な意見 対応が困難なもの １件 

（ウ）その他 案の内容に関する質問等 ２件 

計 ６件 

 

⑷  意見等の概要及び市の考え方 

No. ページ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

表紙 

１ 

４ 

１１０ 

計画策定年月の表記 策定年について表紙に

は「令和８年●月」と記

載されている。計画本

文には「３月」と記載さ

れているため統一すべ

き。 

 

【（ウ）その他】 

パブリックコメントは計

画（案）について、意見を

募集しているものです。計

画策定後、年月日を入れて

公表します。 



 

 

２ ５ 

第２章  

松本市を取り巻く状

況  

１ 人口 

松本市の令和３２年の

総人口について本文で

は２０７，２０８人、グ

ラフでは２０７，２１

０人となっているがど

ちらの数値が正しい

か。 

【（ア）反映する意見】 

グラフの２０７，２１０人

が正しいため、本文の総人

口を修正します。 

 

 

 

３ ６ 

第２章 

松本市を取り巻く状

況 

１ 人口 

人口ピラミッドの推移

中昭和４５年の人口に

ついて、本文中の人口

は２０３，６８４人、グ

ラフの人口は２０３，

５７１人となっている

がどちらの数値が正し

いか。 

【（ウ）その他】 

昭和４５年の総人口は、２

０３，６８４人です。グラ

フの人口２０３，５７１人

は、※に記載したとおり年

齢不詳の方を除いた人口

とです。 

４ １５ 

第２章 

松本市を取り巻く状

況 

７ 災害リスク 

土砂災害警戒区域の指

定状況の図において、

波田駅周辺にイエロー

ゾーン（土砂災害警戒

区域）の記載がないが、

指定されていないの

か。 

【（ア）反映する意見】 

波田駅周辺部はイエロー

ゾーンに指定されていま

す。図の表記が上高地線の

線路と重なっているため、

視認できるように修正し

ます。 

５ １８ 

第２章 

松本市を取り巻く状

況 

９ 観光 

本文中の「セイジ・オザ

ワ松本フェスティバル

等の」の表記について

「等の」を「等、」にし

た方がよいのではない

か。 

【（イ）対応が困難な意見】 

原案のままで問題がない

ため、修正は行いません。 

６ ２０ 

第２章 

松本市を取り巻く状

況 

１１ 松本市を取り

巻く状況のまとめ 

観光分野の課題中の

「文化・芸術の魅力」に

ついて、「芸術・自然等」

と「自然」を入れるべき

ではないか。 

【（ア）反映する意見】 

Ｐ１８の観光に関する概

要の中で「歴史・文化や自

然等の資源を生かして松

本市の魅力や情報を発信」

と記載しているため「文

化・芸術・自然等」に修正

します。 

 

 



 

 

３ 建設環境委員協議会 

 

⑴  意見等に対する対応 

区分 件数 

ア 案の内容に関する質問等 ３件 

計 ３件 

 

⑵  意見等の概要及び市の考え方 

No. ページ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 

５４ 

第４章 

都市機能誘導区域・

誘導施設 

３ 誘導施設の設定 

誘導すべき主な施設と

運用の考え方中の「行

政」機能について、従前

は誘導先が「中心市街

地」のみだったところ

に、「南松本駅周辺」が

追加された。南松本駅

周辺に新しく施設を増

やす考えがあるのか。 

【ア 質問等】 

南松本駅周辺では保健

所庁舎の設置を計画し

ており、本市全体の人口

重心に近く福祉施設が

集積するため、行政施設

の誘導先として南松本

駅周辺を追加しました。 

「主要な行政施設」につ

いて、中心市街地は「充

実」させるエリア、南松

本駅周辺は「誘導」する

エリアと考えています。 ２ 

行政機能は、中心市街

地に誘導するものであ

り、南松本駅周辺に庁

舎を設置するとして

も、誘導と位置付ける

ものではないと考え

る。 

３ 

ユースセンターを設置

する計画があるが、誘

導施設の位置付けにつ

いて、関係部局と情報

共有しているか。 

【ア 質問等】 

都市計画策定庁内連絡

会議等で情報共有して

います。 

 

 


